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◁ 子どもたちと玉井教育長が
　 一緒に稲刈り(三方小学校)

老人クラブのメンバーに稲  ▷
の束ね方をを教わり中！
( 鳥羽小学校 )





ま ち の わ だ い



住民リポーター随時募集中！お気軽にご連絡ください
　 NPOわかさReco.Tel : 050-3701-8341   Fax : 050-3730-7496 / Facebookページ:「わかさのススメ」
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町では、防災関係機関との連携強化や住民の
防災意識の高揚などにより、地域の防災体制の
確立を図るために防災訓練を実施します。

災害発生時に的確な防災行動がとれるように、
積極的に参加してください。

■日時：10 月 26 日（日）午前中
■場所：三方会場（梅の里小学校周辺）
　　　　上中会場（三宅小学校周辺）
■内容等
　・住民の避難訓練
　・防災関係機関による防災訓練
　・救急講習、初期消火訓練などの住民参加型訓練
　・防災関連の展示や体験
■災害は、いつ起こるかわかりません。
　日ごろから災害に対する準備などについて
　地域や家族などで話し合い、万一の事態に
　備えておきましょう。

問い合わせ：環境安全課 TEL 0770-45-9126

町のハザードマップは
町ホームページに掲載されています。

近年、各地で豪雨等による土砂災害被害が
発生しておりますので、

ハザードマップをご覧いただき、
自宅付近の危険箇所の確認や避難経路を
検討していただき、災害に備えてください。

ハザードマップのURL は以下のとおりです。

http://www.town.fukui-wakasa.lg.jp/hm

問い合わせ : 環境安全課 TEL 0770-45-9126

乗用装置のある農耕作業用のトラクター、コンバイン、
農業用薬剤散布車などは、軽自動車税の課税対象です。

・最高時速が時速 35㎞以下であるもの
・乗用装置があるもの
  （公道を走行する、しないに関わらず。）
■現在使用していない車両でも、所有していれば課税され
　ます。
■該当する車両を取得した人 ( 法人 )、または現在未申告の
　車両を所有している人 ( 法人 ) は、速やかに軽自動車税の
　申告手続きをして標識の交付を受けてください。
■車両を買い替えた時、譲り受けられた時も、必ず手続き
　が必要です。
〇申請窓口
　若狭町役場　税務住民課または上中サービス室
〇ナンバー登録に必要なもの
　・印鑑
　（申告書に車名、車体番号等を記入していただきます）
〇廃車手続きに必要なもの
　・印鑑　　・ナンバープレート

問い合わせ：税務住民課  TEL 0770-45-9101

もしかして虐待？と思ったら、ご連絡ください。
例えば、「長時間子どもの泣き声がする」

「一晩中、外に子どもを放り出している」など、
虐待かもしれないと思ったら、ためらわずにご連絡
ください。連絡した人の秘密は守られます。

あなたが気づいて行動することが、
子どもの命を救います。

■連絡先
　・若狭町福祉課子育て支援室　
　　　　　　　　　　　TEL 0770-62-2704
　・敦賀児童相談所　     
　　　　　　　                 TEL 0770-22-0858
　・児童相談 24 時間ダイヤル
　　　　　　　　　  　  TEL 0776-24-3654
　　　　　　　　　　         ( 総合福祉相談所 )

問い合わせ：福祉課 子育て支援室 TEL 0770-62-2704



税務署では、年末調整事務に携わる方々を対象とした
年末調整説明会を開催します。

■小浜会場
　日時：11 月 20 日（木）
　　　　10：00 ～ 12：00 ／ 13：30 ～ 15：30
　場所：小浜市働く婦人の家（小浜市大手 4-1）
■敦賀会場
　日時：11 月 21 日（金）
　　　　10：00 ～ 12：00 ( 対象：法人・官公庁の方 )
　　　　14：00 ～ 16：00 ( 対象：個人事業者の方 )
　場所：プラザ萬象 ( 敦賀市東洋町 1-1)

■その他
　①説明資料は事前にお届けしたものを持参ください。
　②届出用紙が足りない場合は、コピーするか、説明
　　会会場または税務署窓口、各市町村窓口で受け取っ
　　てください。

問い合わせ：敦賀税務署 法人課税部門
　　TEL 0770-22-9268

国土交通省福井河川国道事務所では、
環境への配慮とコスト縮減を目的に、
北川で刈り取った草で堆肥を作りました。
ご希望の方に、堆肥を無償で提供します。
先着順とし、無くなり次第終了しますので、

あらかじめご了承ください。

■日時：11 月 9日（日）10：00 ～ 15：00
　　　　※雨天決行
■場所：かみなか農楽舎 収穫祭会場内
■注意事項：
　①堆肥を詰める袋をご持参ください。堆肥の袋詰め、
　　積込及び運搬は、来場者にて行って下さい。
　②提供後の返却には応じることが出来ません。
　　持ち帰った堆肥は、責任を持って活用して下さい。
　③積込、運搬時の事故等については、一切責任を
　　持ちません。
　④堆肥は、一定の臭気があります。

問い合わせ：近畿地方整備局 福井河川国道事務所
                    TEL 0776-35-2661（河川管理第一課）

「もういいかい　火を消すまでは　まあだだよ」
（全国統一防火標語）

11 月 9日は「119 番の日」です。
消防署では、この日から 1週間を利用して火災予防や

119 番についての知識と理解を広めています。

■秋季火災予防運動期間
　11 月 9日（日）～ 15 日（土）

■火事や救急のときは、「119」をダイヤルすると
　消防指令センターにつながります。
　場所や状況など、あわてずに落ち着いて
　伝えてください。

               問い合わせ：
　  　　三方消防署  　                TEL 0770-45-0119
 　  　   若狭消防署上中分署     TEL 0770-62-0119

福井県特定失踪者の真相究明を願う会では、
毎年、県内各地において、拉致・特定失踪者の

真相究明と早期解決を願い、
県民挙げての集会を開催しています。

今年は、拉致被害者の横田めぐみさんのご両親を
お招きし、若狭町で開催します。
皆様のご参加をお待ちしております。

■日時：平成 26 年 11 月 22 日（土）14：00 ～
■場所：パレア若狭 音楽ホール
■内容：横田滋さん早紀江さんご夫妻の講演
　　　    家族の訴え ( 県内特定失踪者 4名の家族 )
　　　    映画上映「めぐみ  引き裂かれた家族の 30 年」
■参加：無料
■その他：都合により講師が変更になる可能性があり
　ます。参加多数の場合は、別室にてモニター視聴と
　なる場合があります。

問い合わせ：
福井県特定失踪者の真相究明を願う会事務局

総務課 TEL 0770-45-9109

情 報 Ｂ ｏ ｘ



～平成 27 年 4月から「子ども・子育て支援新制度」が始まります～

受付期間 ： 平成 26 年 11 月 4日（火）～　平成 26年 11 月 25 日（火）　※土・日祝を除く
申込書類配布・受付場所 : 福祉課子育て支援室（上中庁舎１階）または第一希望の保育所

新制度では、幼稚園・保育所等を利用する際に、町から「保育の必要性」について
認定を受けることが必要となります。認定申請と入所申込を同時に行ってください。

■認定区分 　　　1号認定・・・３歳以上で、教育を希望する児童　　（幼稚園 ) 新制度に移行する園
　　　　　 　　　2号認定・・・３歳以上で、保育を必要とする児童　（保育所へ入所）
　　　　　 　　　3号認定・・・３歳未満で、保育を必要とする児童　（保育所へ入所）
■保育の必要量　2，3号認定の場合、保護者の勤務時間等により、保育の必要量が決まります。
　　　　　　　　保育標準時間・・・最長 11 時間保育（フルタイム勤務を想定）
　　　　　　　　保育短時間　・・・最長 8時間保育（パートタイム勤務を想定）
■入所要件　　　①若狭町に住民登録のある児童
　　　　　　　　②保護者が、以下の「保育を必要とする事由」に該当する児童
　　　　　　　        ・就労　・妊娠や出産　・疾病や障害　・同居や長期入院中の親族の介護や看護
　　　　　　       　・災害復旧　・求職活動（起業準備を含む）※最長 3ヶ月まで
　　　　　　　        ・就学（職業訓練校を含む）　など
■保育料　　　　　平成 27 年度より、保育料が変更となります。
　　　　　　　　　保育料は父母または家計主宰者の平成 26 年度および
　　　　　　　　　平成 27 年度の町民税額によって決定し、入所後の 4月中旬に通知

《継続入所児童》
　　11 月中に現在通っている保育所より関係書類を配布しますので、各保育所へ提出してください。
《途中入所を希望される方》
　　必ずこの期間にお申し込みください。
　　年度途中での申込は、希望に添えないことがあります（出生前の受付も可能です）
《入所希望者が定員を超えた場合》　
　　入所基準による利用の調整を行い、優先順位の高い方から入所が決まります。
　　同点数の場合、抽選を行うこともあります。

■町内保育所
公・私 　保育所名 　　　住所　　 　　　電話番号 　　　  定員　　　　　入所可能年齢
公立 みそみ保育所 　井崎 46-24 　　　45-0705 　　　  ９０ 1 歳～
公立 明倫保育所 　藤井 16-80-4 　　　45-0243 　　　  ４５ 1 歳～
公立 中央保育所 　鳥浜 48-38 　　　45-1815 　　   １２０ 1 歳～
公立 気山保育所 　上瀬 1-1-67 　　　45-1329 　　　  ４５ 1 歳～
公立 とばっ子保育園 　大鳥羽 38-36-1 　　　64-1100 　　　  ９０ 1 歳～
公立 わかば保育園 　瓜生 37-1 　　　62-1411 　　　  ９０ 1 歳～
公立 三宅保育所 　井ノ口 29-27-1 　　　62-1461 　　　  ９０ 1 歳～
公立 ののはな保育園 　玉置 50-1 　　　57-1488 　　　  ４５ 生後 57 日～
私立 梅の里保育園 　田井 24-2-2 　　　46-1030 　　　  ４５ 生後 57 日～
公立 岬保育所 　小川 12-1 　　　47-1715 　　　  １２ 1 歳～

問い合わせ：福祉課 子育て支援室 TEL 0770-62-2704



平成 25 年度

決算報告若
狭
町

【主な事業】
水田農業活性化事業として営農集団等への農業機械等の導入支援に：1,742 万円
福井うめの里再生事業として梅農家の育成に：1,335 万円
若狭梅街道線修繕事業に：8,066 万円
有害鳥獣対策関連に：7,463 万円

【主な事業】
企業誘致促進事業として町内進出企業へ：2億 9,801 万円
ツーデーマーチ、若狭町まつりに：1,610 万円
宵の若狭・光のアートイベントやレインボーラインの植栽整備等に：2,787 万円

歳　出
123 億 4,496 万円

【主な事業】
若狭さとうみパークや
　三方五湖周辺のポケットパーク等の整備に：5億 9,488 万円
除雪車両
（凍結防止剤散布車 1台、除雪ドーザー 2台）の購入に：3,811 万円
道路改築修繕事業
（町道南部 54号線、町道 18号線、町道 50号線）に：1億 2,808 万円

【主な事業】
敦賀美方消防組合、若狭消防組合の負担金に：3億 7,994 万円

【主な事業】
上中体育館の
　耐震リフレッシュ工事に：1億 8,277 万円
Ｂ＆Ｇ海洋センターの
　プール改修工事に：6,232 万円
熊川小校舎、三方・三宅小体育館の
　耐震リフレッシュ工事に：2億 6,030 万円

台風 18号災害による被災箇所の復旧工事関係費用

国や銀行からの借り入れ金を返済していく費用 0.9%

0.3%8.3%

4.4%

15.6%

3.4%

10.2%

2.5%

10.8%

一 般 会 計



　平成 25年度一般会計の歳出を見ると、123 億 4,496 万円の支出となり、住民一人当たり
約 77万円、1世帯あたり約 244 万円が使われたことになります。

支出は住民一人あたり約 77万円、世帯あたり約 244 万円

[数値について ] ※広報では、万円単位で表示している関係上、端数が一致しない場合があります。
　　　　　　　 ※（　　）内の数値は前年度比です。
                          ※一人あたり、世帯あたりは 5月 1日の人口・世帯数で除算しています。

議会運営のための費用

【主な事業】
原子力災害対策の岬小学校の放射線防護対策工事に： 1 億 3,173 万円
台風 18号災害による重機借上げなどの初動対応に：3,494 万円
嶺南地域鉄道事業の積立金に： 5,010 万円

【主な事業】
障害者介護給付費事業に： 2 億 2,247 万円
子ども医療費助成事業に：4,542 万円
児童手当の支給に：2億 3,741 万円

【主な事業】
乳幼児等予防接種事業に：2,184 万円
各種健診など成人保健事業に：1,598 万円
廃棄物処理に関する費用に：4億 6,377 万円

17.2%

17.4%

9.0%

【主な事業】緊急雇用創出事業に：341 万円

歳　入
129 億 4,335 万円
自主財源=31.6%

一 般 会 計

わたしたちが納めるお金。町税には、
町民税、固定資産税、軽自動車税、町
たばこ税、入湯税があります。

町が積み立てていたお金を歳入に繰り入れ
るものや特別会計から繰り入れるもの。

みなさんからいただいた寄付金は、寄
付者の意思に従って使用しています。

市町村間の財政力のバランスをとるために、
国から配分されるお金。町の収入で一番多い。

町が行う事業に対する国からの補助金など。

町が行う事業に対する県からの補助金など。

国などから長期間借りるお金。

国が国税として集めた地方道路税、自動車
重量税などを一定に基準によって地方公共
団体に配分するお金。

【内訳】利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡
所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用
税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、
交通安全対策特別交付金

14.8%

1.6%
0.7%
0.8%
1.0%

6.3%

3.8%

2.6%

33.1%

11.9%

10.3%

10.5%

0.9%1.7%

前年度決算で残ったお金。



会計 経営健全化基準 若狭町の比率
簡易水道事業

　　20.0%

－（－）
農業集落排水処理事業 －（－）
漁業集落排水処理事業 －（－）
公共下水道事業 －（－）
土地開発事業 －（－）
水道事業 －（－）
工業用水道事業 －（－）
国民健康保険上中病院事業 －（－）

　借入金の返済額およびこれに準じる額の収入
に占める割合を指標化したもので、数値が低い
ほど健全になります。

実質公債費比率

　借入金や負担等の残高の程度を指標化し、
将来町の財政を圧迫する可能性の高さを示す
もので、数値が低いほど健全になります。

将来負担比率

早期健全化基準 若狭町の比率
実質赤字比率 　　14.29% －（－）
連結実質赤字比率 　　19.29% －（－）
実質公債費比率 　　25.0 % 15.5% （16.0%）
将来負担比率 　 350.0 % 151.1%（161.3%）

将

ほ

財政力指数は 0.35（3か年平均）

　数値が大きいほど自主財源の割合が高く、自主性
の高い財政運営が可能になります。
　若狭町は近年下降傾向となっています。

借金は住民一人あたり約 84万円

　町の借金（地方債残高）は、約 1.8 億円増加し、
約 134.9 億円（普通会計）となっています。
　すべての会計（一般会計、11特別会計、3企業
会計）では、約 224.5 億円となっています。

貯金は住民一人あたり約 18万円
　町の貯金（基金残高）は、約 1.6 億円増加し、約
28.7 億円となっています。
　そのうち、目的基金を除いた自由に利用できる基
金は、約 9.9 億円です。 18.7
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　公営企業の資金不足額を、料金収入等の財
政規模と比較して指標化したもので、平成 25
年度では、資金不足が生じた公営企業はあり
ません。

資金不足比率
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財 政 の 健 全 化 に 関 す る 指 標
　財政健全化法に基づき算定した健全化判断比率および資金不足比率を公表します。平成 25年度決算に係る指標は、
いずれも基準を下回っており、財政は健全な状態です。







はると
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　　    1     
  2         3        
  4         5       6  
  7         8          9

1　熊川宿わんぱく駅伝
2　鳥羽小 稲架掛け
3　みそみ小 梨狩り
4　末野 放生祭
5　若狭さとうみパーク竣工記念大会
6　記念梨で長寿をお祝い
7　交通安全街頭啓発
8　三方小 稲刈り
9　上中中 グラウンドゴルフ体験

はんぞう

まさき

ゆうご
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問い合わせ

若狭町お知らせメール

TAX　TAX　TAX　TAX　TAX　TAX
納付のお知らせ

POPULATION  POPULATION  POPULA
人 の う ご き

THANKS 　THANKS　THANKS　THANKS
あ り が と う

赤 ち ゃ ん
BABY　BABY　BABY　BABY　BABY

WEDDING 　WEDDING　WEDDING　WED
ご 結 婚



問い合わせ　若狭町役場総務課

平成 26年 　 月   　日 ( 土 )11 15

開演時間　14：00
■オープニング 美方高校合唱部
■若狭町制施行 10周年功労者表彰式
■若狭町一行詩コンクール
　　「いつもおおきん」表彰式＆作品朗読会
■今川裕代ピアノミニコンサート
■今川裕代＆
　　若狭町制 10周年記念合唱団コンサート
■エンディング  「サライ」会場全員合唱

功労者及び一行詩コンクール表彰式、
今川裕代＆記念合唱団コンサート

町
制
施
行

　周
年

10

輝
き
と
優
し
さ
に
出
会
え
る
ま
ち

記
念
式
典
・
功
労
者
表
彰
式

開演時間　10 : 00
■ 若狭町 10年の歩み（記録映像）
■ 感謝状贈呈

～若狭町制施行 10周年～
記 念 式 典

開演時間　11：00
出　演　今川　裕代 氏、大下　智 氏、
　　　　荻野　正二 氏、小林　栄三 氏、
　　　　村田　吉弘 氏

福井テレビ「タイムリーふくい」公開録画

ふるさと大使による
パネルディスカッション
～「若狭町の未来」と題して～

問い合わせ　若狭町役場総務課

期　間　11月 14日 ( 金 ) ～ 16 日 ( 日 )
会　場　パレア若狭、若狭町歴史文化館

～ 同時開催 ～
若狭町制 10周年記念事業
第 8回福祉と文化の祭典

ハート＆アートフェスタ 2014

会 場　パレア若狭　音楽ホール

TEL 0770-45-9109
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